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2 0 2 2 年 度 研 究 会 基 礎 情 報

参加健保数 ： 33健保

参加者数 ： 45名

参加者の特徴 ： 指導側(特定保健指導をしている有資格者)も

運営側(保健事業担当者・常務理事・事務長)も混在している。

そのため、幅広い情報交換の場となっている。半面、議題によっては

担当業務外となり、情報を持っていない場合も考えられる。

保健指導運営に関わっている 25人

運営・保健指導（支援）の両方 13人

対象者への保健指導（支援）を行っている 5人

特に役割は担っていない （常務理事など） 2人



【参加メンバー】

2 0 2 2 年 度 メ ン バ ー

富士フイルムグループ SGホールディングスグループ 第一三共グループ

日本マクドナルド パナソニック 丸井

ノバルティス 日本マクドナルド グラクソ・スミスクライン

パイオニア TDK ロイヤル

ボッシュ キリンビール パナソニック

アクセンチュア ファイザー ヤマハ

シーイーシー 日産自動車 ヤマハ

日本旅行 イオン ヤマトグループ

カシオ 小田急グループ SGホールディングスグループ

ボッシュ SGホールディングスグループ キリンビール

国際興業 小田急グループ ローソン

ヤマトグループ MSD 資生堂

大和証券グループ 協和キリン 山崎製パン

ポーラ・オルビスグループ 日本ゼオン 大和証券グループ

パナソニック 野村證券 カシオ

33健保 45人



研 究 会 の 目 的

【活動目的】

下記の＜目的＞を実現するため、各参加健保の “被保険者数
規模” 、“健保リソース” 、“事業主の関わり方” が一様では
ない中で、研究会の知識・知恵・ノウハウ・工夫を結集して
研究会を継続し、最終的には保健指導の実施率向上(OUTPUT)、
重症化予防・保険給付費削減(OUTCOME)につなげることを
目指す。

＜目的＞
① 他参加健保が実施している特定保健指導の情報共有や

外部委託業者のプログラム紹介、国の法改正の研究を通じ、
「特定健康診査」「特定保健指導」の世界観を学ぶ

② 学んだコトと自健保の課題を突合し、差異を明確化する
ことで、自健保のアクションプラン立案の一助とする
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2 0 2 2 年 度 活 動

【2022年度の活動実績】

研究会開催数 ： 12回

事例紹介 ： 17健保

ミニグループ会議： 3回

アンケート ： 2回

外部業者 ： 4社

大学教授 ： 1名

コロナ禍に 「32健保」 の事例紹介を行った

【2022年度】 17健保
アクセンチュア、ボッシュ、SGH、
日産自動車、ヤマトグループ、イオン、
パナソニック、ファイザー、富士フイルム
グループ、第一三共グループ、ポーラ・
オルビスグループ、日本ゼオン、野村證券、
国際興業、TDK、ローソン、山崎製パン

【2021年度】 9健保
日本マクドナルド、パイオニア、カシオ
協和キリン、キリンビール、小田急グループ
MSD、ロイヤル、ノバルティス

【2020年度】 6健保
ヤマトグループ、日新電機、シーイーシー
大和証券グループ、丸井、資生堂



特定保健指導を実施するのは・・

・国から義務付けられているから（高確法）
※ 高齢者の医療の確保に関する法律

・特定保健指導は効果があるから

・やはり「実施率」は上げたい

・実施対象を広げる（若年層・服薬者）

・指導内容の工夫（服薬指導・禁煙指導）

・リピーター（連続対象者）は 悩みの種

事 例 紹 介 か ら 見 え た





32健保の事例発表での実績から・・

「特定保健指導は効果があるから」

→ 案内することだけで本人は意識する
→ 「2割」は 自主的に対象外に改善する

→ 第3期で “モデル実施” が採用された一因

→ 参加・完了者の「3-4割」は翌年改善している
→ 逆に「6-7割」はリピーター（連続対象者）

→ 特定保健指導だけでは改善しない



「特定保健指導は効果があるから」

【新潟モデル(パイロットスタディ)】(2020年11月)

2024年からの第4期に向けて、ポイントだけの評価を廃止へ・・



32健保の事例発表での実績から・・

「実施率は上げたい」
→就業時間内に実施を可とする

→事業主との連名で案内する

→「健診・階層化」から「案内」をなるべく早く

→ナッジを用いた案内物で案内する



32健保の事例発表での実績から・・

「若年層に対する保健指導」
→若い方が、行動変容につながる・・と言えない

→40歳になったときの母数を減らすことができる

→初回対象者は、脱却しやすい（検証WG検証済）



「若年層に対する保健指導」



32健保の事例発表での実績から・・

「服薬者に対する保健指導」

→ 事業主が実施する重症化予防とのすみ分けが肝

→ 服薬指導をすれば、数値上 特定保健指導の
対象者率を下げることはできる

（特定保健指導の目的から言うと「禁じ手」）



Q,「事業主主導の安衛法等に従った重症化予防」と
「健保主導の特定保健指導」の重複対象者に対し、
案内や参加を調整（すみわけ）していますか。

(2023年3月:n=36)
わからない・把握していない 5

事業主と相談の上、調整している
（健保優先（特定保健指導優先））

3

事業主と相談の上、調整している
（事業主優先（安衛法優先））

6

事業主と相談の上、調整している
（優先は決めていない）

7

事業主と相談の上、調整していない 5

事業主との相談はなく、調整もしていない 6

その他 4
36健保中20健保が
調整(すみわけ)実施



「服薬者に対する保健指導」



32健保の事例発表での実績から・・

「禁煙指導を組み込む」
→階層化時のリスク低減に効果あり



32健保の事例発表での実績から・・

「リピーター対策が重要」
（リピーター＝連続対象者 ≠ 岩盤層≒拒否層）

→隔年での案内・参加では、改善はしない
（特定保健指導の費用削減にはつながる）

ただし、毎年案内しても、脱却しにくい

→複数委託先（複数プログラム）は効果あり



32健保の事例発表での実績から・・

→ 健保の人員構成・年齢・職種は異なる

ひとりひとり 対象者の背景・状況は異なる

→ 全対象者への「特保の特効薬」は無い

→だからこそ、当研究会では「情報交換」と

「事例紹介」を最重要と位置付けて活動する！



ご 清 聴
あ り が と う ご ざ い ま し た
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